
家畜保健衛生所たより

【概要】

・徳島県美馬市：肉用鶏（約8,000羽）
２月９日に遺伝子検査の結果、H5亜型が確認
されました。

異状をみつけた場合には直ちに山梨県東部家畜保健衛生所まで

電話・・・055-262-3166     FAX・・・055-262-3108
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5535-8005・090-5544-7868

徳島県 （国内４７例目）で新たに
高病原性鳥インフルエンザが発生しました。
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山梨県東部家畜保健衛生所

・引き続き発生予防に向けて、飼養衛生管理基準を
遵守し日頃の観察を丁寧に行い、飼養鶏の症状等
の変化を見過ごすことのないようにして下さい。
とのないよう日頃の観察を丁寧に行って下さい。

・死亡率が２倍以上及び死亡率が2倍未満であって
も、まとまって死亡している、元気がない、餌食い
が悪い、沈うつ等といった通常と異なる症状がある。
・死亡はなくとも｢産卵率の低下｣等の生産面での異
状がある。

次の症状が認められた場合は早期通報を！


